
税理士法人サム・ライズ 未来会計法人メイキット

事務所通信

2月といえば立春。 暦の上では春を迎えますが、 まだまだ寒い日が続きます。
風邪などひかないように、 ご自愛くださいませ。

掲載内容に関してご不明点等あれば、 お気軽に当事務所までお問い合わせください。

■............................ :....................................................................................................................................................................... 
2016年2月号

■個人番号の提供を
拒否されたときの対処法

■住宅取得等資金に係る贈与税の非課税
～契約日の判断～

■平成28年10月より拡大される
社会保険の被保険者の範囲

■都道府県別にみた
民営事業所数の増減

■編集後記～私の健康対策～
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偏人蕃暑の編僕を

拒畜されたときの蜻処滋
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平成28年1月から、 個人番号や法人番号の利用が始まります。

利用に際して、 事業者は従業員等に個人番号の提供を求め始
めていることでしょう。 しかし、 事業者が個人番号の提供を
求めたところ 、 拒否されるケースもあるようです。

陀亭咸28年1月以●直人響号の編憐楯畜

1月以降、 事業者は源泉徴収票の作成や社会保険の手続など
において、 書類に従業員等の個人番号を記載することになる
ため、 従業員等から個人番号の提供を受けることになります。

しかし、 従業員等から個人番号の提供を拒否される場合も考
えられます。

このようなときには、 特定個人情報保護委員会から公表さ
れている「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライ
ン（事業者編）」や、 国税庁から公表されている「源泉所得
税関係に関するFAQ」などに沿って、 個人番号の記載がないの
は事業者側の義務違反でないことを明確にしておく必要があ
ります。

,l 異偉鱈な鰭働董

具体的な対処法として、

個人番号の記載は、 法律で定められた編務であること

を説明して提供を求めます。

それでもなお、 提供を拒否された場合には、 掃供を求めた
粍過等を記録、保存するなどをします。

こうすることで、 事業者の怠慢による義務違反ではないこ
とが明確になります。

ただし、 平成27年12月以前において個人番号の提供を拒否
された場合には、 もともとマイナンバーの利用開始前である
ことからその経過等を記録保存する必要はありません。

なお、 もっとも気になるのは、 個人番号の記載のない書類
を提出して受理してもらえるかどうかですが、 この点につい
ては、 個人番号の記載がないことをもって税務署等が書類を
受理しないことはないため、 その点はご安心いただくとよい
でしょう。

税理士法人サム・ライズ
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A言詈詈言正この場合における非課税枠の判断は、 住宅
用家屋に係る契約の締結日で判断されます。

そのためご質問の場合には、 土地の取得に
係る契約日ではなく 、 家屋の新築に係る契約
Hである平成28年1月10Hをもとに非課税枠
を判断することとなります。

なお、 ご存知のとおりこの制度は、 住宅取
得等資金の贈与を受けた年の翌年3月 15日ま

でに 、 住宅用家屋を新築又は取得等をした場
合に適用を受けることができます。 ご質問の
場合は『新築』に該当することから、 金銭贈
与が仮に平成28年中に行われたときのこの制
度の適用については、 土地家屋いずれの金銭
贈与も平成29年3月 15日までに住宅用家屋を
新築する必要があります。この場合における
『新築』には、

“新築に準ずる状態” が含ま
れます。 この “新築に準ずる状態” とは、 屋
根（その骨組みを含みます）を有し 、 士地に
定着した建造物として認められるとき以後の
状態を指し、 一般的に棟上げが終わっていれ
ば、 新築に準ずる状態として認められます。

【壽.覗枠】

=ごとの担諏枠は、下即辺m．も頃にこ雌紐姻麒i匹虹頃塩合にはむ漁額を百勁箪紐堕蕊頃す．成し下表2直給、ナ ， 
の呻を受けていお、 叩四碑月30日ま四霙約綱紐因螂却．

4-

住宅用の豪麗の糧頸 一定の 定
省エネ薯

左記以外 の

i.. の糠範 �J 
の住宅 省

平成27年12月31日まで 1,500万円1,000万円 ネ

平成2絆F1月1日から2呼9月30日印 1,200万円 700万円 住纏

平成294j;:1Q月1日から3�9月30日まで 1,000万円500万円 宅

平成3びj::10月1日から31年a弓30日まで 以刃万円 300万円 の

非
2住宅用家屋の新築等の額応含甜1る消賣税等の税寧が10％であ裂駅合 • 

住宅用の豪屋の欄躙 一定の 税
住宅用蒙屋の 省エネ等 左記 以 外 枠

斬係の鰤結日 住宅 の 住 宅 一
注

平成2眸10月1日から2咋9月3D日まで 3,000万円2、500万円

：零＝＝：：亭冨

左表2
消四祝率10%(])
境合の非課税枠

；1 ～平成::?| 1
月

；
；2絆F 1

|

月
～；：29↓ 1

|

月

～：：30↓ 101:;6�年
（注＿定の嘗エネ轡住宅以外の住宅の非瓢説許は、 上記非瓢貌杵よ冷に00万円滅．
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労鶴情輯2016年2月暑

平成28年10月より鉱大される
社会億膿の櫨億膿者の範圃

......................... -..... -.................................. -..... -....................................................... _．．．．．．．．．．．．．．一■

社会保険（健康保険・厚生年金保険）に加入している事業所で働く70歳未
満の人は、 原則として社会保険の被保険者になりますが、 パー トタイマーについては、 労働時間
と労働日数が正社員のおおむね4分の3以上であるときに加入することとなっています。 現状、 社
会保験料の負担が大きいこともあり、労働日数や労働時間を調整しながら、 この基準に達しない
ように働くパー トタイマーも多くいます。 この基準が平成28年10月1日より変更され、 適用範囲
が拡大されることが決まっていますので、 その内容を確認しておきましょう。
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陀バートタイマー、の直屠籍圃の鑢＊ 患l 中小企業への鬱響
今回の変更により、 労働日数と労働時間が

4分の3未満の人であっても、 以下の4つの要
件すべてに該当する場合には、 被保険者にな
ります。

① 1週間の所定労働時間が20時間以上ある
こと

②賃金の月額が88,000円以上であること
③勤務期閻が1年以上見込まれること
④学生でないこと

ただし、 平成28年10月時点では従業員数
（現在の加入基準での社会保険被保険者数）

501人以上の企業の従業員が対象とされ、 こ
れにより25万人が新たに社会保険の適用対象
となることが見込まれています。 なお、 従業
員数500人以下の企業については、 平成31年9

月30 日までに検討が行われ、 必要な対応が取
られることになっています。

町●攀●●月顧の遍薗
上記の変更に伴い、 標準報酬月額表も改定

されることになっています。 具体的には、 現
在、 厚生年金保険の下限が98,000円となって
いますが、 新たに、 88,000円の等級が追加さ
れます。 これは適用拡大の企業のみでなく 、

すべての企業が対象となります。

パー トタイマーヘの適用範囲の拡大は、

大企業からの適用となりますが、 中小企業
においても手続きの必要性が出てくること
が予想されます。

例えば従業員の家族の勤務先が社会保険
の適用拡大の対象となったため 、 配偶者が
勤務先で社会保険に加入することとなり、

これより扶養から外れる異動手続きが必要
になるといったケースです。 誤って健康保
険証を利用することのないよう、 あらかじ
め従業員に周知しておきましょう。

また現状、 家族手当を支給している会社
では、 その支給対象者の基準を「健康保険
の被扶養者」としていることがあります。

今後、 例えば、 1週間の所定労働時間が25時
間であっても、 従業員の家族が勤務してい
る会社が大企業か中小企業かによって、 家
族手当が支給される人と支給されない人が
出てきます。 支給対象者の基準を見直すこ
とも考える必要があるでしょう。

今後、 制度の施行が近づくにつれて、 新聞やテレビ等のメディアで、 大きく取り上げられ
ることになるかと思います。従業員からの問い合わせも増加すると思いますので、 正確な情
報を押さえておくことが求められます。
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饉誉情輻2016年2月号

都遍欝県別にみた
民誉事業所数の増減

,.....,............,........,.....,.........,............,..,............,..............,..,......,.....,......,..,.........,..,........,..,..,......,..,..,.........,..,.........,..............,........ 

平成27年11月末に、 総務省より平成26年経済センサス基礎謂査の確報（※）

が発表されました。 ここではその結果の概要から、都道府県別民営事業所数と24年から26年にかけ

ての増減についてみていきます。

']金体では0.2％の燿加
上記調査結果から、 24年と26年の民営事業

所数（以下、 事業所数）と増減率をまとめる
と下表のとおりです。

26年の全国の事業所数は約578万事業所で、
24年に比べ0.2％の増加となりました。 都道
府県別では、 東京都が最多の72万事業所、 次
いで大阪府が約44万、 愛知県が約33万、 神奈
川県が約32万事業所と続いています。

＇l 増細は13響曝（こ

26年に事業所数が増加したのは、 宮城県や
東京都など13都県に留まりました。

増減率では宮城県が5.4％と最も高くなりま
した。 岩手県や福島県も増加しており、 東日
本大震災からの復興が伺える結果となりまし
た。

陀漏少は3％糎麿までに置まる
一方、 26年に事業所数が減少したのは、 33

道府県となりました。 増減率では和歌山県が
-3. 1％で最も減少しました。 その他は0~2%

台の減少に留まっています。

次回の28年の調査では、 事業所数が増加す
る都道府県が今回の結果よりも多くなること
を期待したいものです。

椰道府県別民営事集所数と増減率（事業所、％）
平成26年 増減寧 都道府県 平成24年

-5 ． 779. 072 0.2三重県 82,365 
242,366 -0.0滋賀県 _JL... 58,057 

60,866 - -1. 1京都府 125.948 
60. 543 1. 7大阪府 ］［□ 442.249 

103.505 _ 5.4兵庫県 231. 113
51. 156 -2.2棄良県 7亡 49.409
58.292 — ―1. 7和歌山県 51, 133
89.971 0.5鳥取県 l亡27.492

122,137 -0.6島根県 37,225 
91,073 -1.3岡山県 コ亡 85,833
95,040 -1. 6広島県 135,296 

259.478 0.5山口県 コ亡 65.985
203,713 - 1. 5纏島県 39,217 
720. 169 2.6書川県 コ亡 50.047
318,966 - 1. 6畳媛県 68,510 
118. 598 -2. 0高知県 コ亡 38,378

54. 370 _ -1.9福岡県 224.833 
63.127 -1.6佐賃県 二lに 39. 101
43. 577 - -1. 3長崎県 65,467
44. 736 -2.0籠本県 コ［二 79.219

111. 281 - -1.0大分県 56,303 
103,275 -1.6富嶋県 7L二 54,955 
181. 777 ― -1. 5鹿児島県 80.279 
332.233 0.2沖縄県 67,284 

総務省「平成26年経済センサス基礎調査（確報）

（※）総務省「平成26年経済センサス基礎調査（瀧報）」
一部地域と業種を除くすべての産業分野の事業所を対象に、 平成26年に行われた調査です。 詳細は次のURLのページから確

認できます。 http:／／町胃． stat.go.jp/data/e-census/2014/kekka.htm

都道府県
全園
北濤道
青森県
岩手県
官械県
秋田県

山形県
福島県
茨械県
栃木県
群属県
埼玉県
千葉県
東京椰
神奈川県
新潟県
富山県
石川県

福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県

平成24年
5, 768, 4 8 _9 

242,432 
61. 549
59,537
98,190
52,285
59,304
89,518

122,835
92,263
96,546

258,199
200,702
701. 848
313,856
120,995

55,397
64,173
44,160
45,636

112,369
104,946
184,470
331,581

0
8
9
3
3
9
1
0
1
4
1
7
1
0
1
0
6
3
9
0
7
7
9
2

成

・
・
・
・

作

0
0
0
0
0
0
3
1
2
0
0
1
2
1
2
2
1
0
0
0
0
0
0
1

 り

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―

―
―
―

 

寧
一

ょ

薫

―
―

―
-

＿
＿

＿
-

＿
-

＿
＿

 

増

果

325
507
811
705
708
838
530
204
441
510
196
842
382
569
079
607
345
000
853
219
881
577
577
117

碩

79
随
査

年

調

26
82
58
24
40
31
49
49
27
36
85
35
64
38
49
67
37
28
39
64
79
55
54
 

成

1
4
2

1

2

平

，，，，，MyKomon 税理士法人サム・ライズ

https://some-rize.jp/埼玉県川越市脇田本町11-1 川越シティビル7F

https://some-rize.jp/


ITfl輯2016年2月号

ICT教育を行う企業は
生童性が富い

,...........................................,...........................................,......................,.....................................,...........................................,........ 

マイナンバー制度がスタートし、 情報セキュリティヘの関心がさらに高まっ

ています。 従業員に対して、 この分野の教育の必要性を感じている経営者も少なくないのではない

でしょうか。 ここでは総務省の統計調査（※） から、 企業におけるICT教育の実施状況と労働生産

性との関連をみていきます。

'11CT鶴青寓篇圃會は●増
上記調査結果によると、 ICT教育を実施している企業は全体の34.9％でした。 平成25年の調

査では33.5％でしたから、 若干の増加という結果になりました。
実施事項をみると、 業種全体では「社内のICT関連教育・研修プログラムの実施」割合が高

くなりました。 業種別にみると金融・保険業やサー ビス業、 その他では、 「ICT関連資格の取
得に対する報奨金の支給」を行っている企業の割合が比較的高くなっています。

従業員のICT 教育のために行っていること（％）
社内のICT関社外のICT関 社員の自主 ICT闘連資格社員の自主 lCT関連技 その他の教

運教育・研 連教育・研的な ICT関運の取得に対的な ICT関運能・能カテ 育訓練
修ブログラ 修プログラ 学習活動へする報奨金 学習活動ヘ ストの実施
ムの実施 ムヘの参加 の金銭支援 の支給 の時間的支
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総務省「平成26年通信利用動向調査」より作成
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'31CT轍冑と労働生竃性の調露

同調査では、 労働生産性とICT教育の関連
性も調べており、 25年の調査結果もあわせて
まとめると右表のとおりです。

25年、 26年ともに、 ICT教育実施企業のほ
うが、 実施していない企業に比べて労働生産
性が高いという結果になっています。

ICT教育実施の有無別の労働生産性（万円）

ICT教青の実篇あり ICT敏青の実施なし
の一社当たり労働 の一社当たり労働

生産性 生産性

833 

860 

827. 

614-

614
-
492

732 534 
総務省「通信利用動向調査」より作成

従業員へのICT教育はICTの知識や技術を高めるだけでなく、 労働生産性の向上も期待でき
ます。 ICT教育を行っていない企業では、 従業員教育の一環として検討されてはいかがでしょ

非製造業

うか。

（※）総務省「平成26年通信利用動向調査」
常用雇用者数100人以上の企業を対象に5,140企業を抽出して行われ、 27年7月に発表された調査です。 有効回収率は

58.9％となっています。 詳細は次の1JRLから確認できます。

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/statistics05.html 
なお、 ICTとはインターネットやコンピュ ー タなどに関する情報通信技術の総称です。 また、 ここでの労働生産性は次の

式で求めたものになります。 労働生産性＝ （営業利益十人件費＋減価償却費） ＋従業者数

，，，，，MyKomon 税理士法人サム・ライズ

https://some-rize.jp/ 埼玉県川越市脇田本町11-1 川越シティビル7F

https://some-rize.jp/


4月 に新入社員 を 受 け入れ る 事業者 は 、 受 け入れ る 準備 を 開始す る 時期 で す 。 ま た 、 4月 か ら 給
与改定 を行 う 場合 に は昇給の準備 を 検討す る 時期 で も あ り ま す 。 春 に 向 け て 早 め に 準備 を 開 始
し て お き ま し ょ う 。

20 1 6年 2 月

゜
1 . 固定資産税の納付 （第4期分） お 仕 事 備 忘 録
2 . 確定 申 告 （書面） の 受付開始

゜
3 . 国 民年金保険料の 「2年前納」 の手続 き

゜
4 . 労働保険料等の 口 座振替納付の 申 込

0 5 .  4月 昇給の場合の資料収集等の準備

゜ 6 . 新入社員の 受入準備

゜ 7 . 火災予防運動 に伴い、 消 防設備等の点検実施

平成27年分の所得税 ・ 住民税の確定 申 告の 受付期 間 は、 3月 1 5 日 ま で で す 。 所得税 を現金 で納付す
る 場合 は 同 日 が期 限 と な る た め 、 納付手続 き を 忘れな い よ う に し ま し ょ う 。 た だ し 、 振替納付の場合
の振替 日 は4月 20 日 です 。 こ ち ら は、 引 き落 と し 口 座の残高 を確認 し て お き ま し ょ う 。

ま た 、 個人事業者の消費税の確定 申 告 は3月 3 1 日 ま で で す 。 消費税を現金 で納付す る 場合 は3月 3 1 日
が期 限ですが、 振替納付の場合の振替 日 は4月 25 日 です 。

春の火災予防運動 に先立 ち 、 消 防設備等 （消 火器、 非常 口 、 非常階段、 避難経路等） の 点 検 を し ま
し ょ う 。 い ざ と い う と き に慌て な い よ う に 、 避難訓練や非常時の対応方法 （連絡方法、 避難対策等）
に つ いて 周 知 し て お き ま し ょ う 。

，，，， MyKomon 税理士法人サム ・ ライズ
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確定申 告期限である と 同時に、 3月決算会社は年度末で

す。 また、 4月 入社の準備等に追われる時期でもありま

す。 もれのないよ う にスケジュ ールを立てまし ょ う 。

＇
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13 日 i 赤口 i
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ウ ）l這箋‘ sfaff 編纂籟記暖冬と言われていきしたが、 間東にも大雪が降りきした。
しかし、 音に比べたら確かに暖かいかも ・ ・と思うこ0月
今0子供Iさしもやけになる子はいないのかな ？ ？ ？

；；主え賓．9．9

イニ 江、 イン7ILエンザも例年より遅ぬ流行らしく、 予防接種を
ヽ け 昨年打った方も拗果が薄れてさている頃に発症してしまうと0事。

亙 皆さん十分に気を付けてください I ・ ・ということで

^
― 

横山

小笠原

黒田

私の健康法 I I 

私の健康法は 「毒をもって
毒を制す 」をコンセ7卜に考
えていまして、 普段多少消
贄期限を過さているもの気
にしないで食べておりき
す。 言い換えるとスボラな
食生活を送ってます。 皆様
lさまねしないでください。

9
-

私の健康法はヤ'IILt-- I
毎遇自宅にヤ,,IU9濯囀
さんが来ます。 ここでしか
購入でさないヤ，，IL卜400
を 9 日 1 本。 腐院の医者が
腸を健康にすると長生さす
るとの事で、 実践中です。

字Jヰ王の各吾最1i
に風邪で学校や仕事を休
んだことがありません。 と
の頃から毎朝必す朝食を
とるようにしています。 白
米・味噌汁•他 9 品と多くlさ
ありませんが、 必ず食べる
ことに意味があるのではと
思います。

石田

外尾

横尾

①手洗いうがい
②なるべく水分を取る
®部屋の加湿
を行っていまif !
J Z月に部屋の加湿を怠っ
ていたら、 見事に肌がl\。

+t

／＼゜サになりました （泣）乾燥
に負lt?f頑張りまif !

特にこれと言って続けてい
る健康法lさないのです
が ・ ・ ・
睡眠時間(6~7時間）とる・
夜8時李でに食事（腹I、分
目） ・遅動（歩くだけでも）こ
ういうことがでされほ健康
的なのですがなかなか箇単
とうででさないですね。

アILコーILで消
に限りきす。 『 汀且
特に黄色くて苦くてシュ'1
シュワしているアルコーIL
が私には一番珀＜ようで
す。 もちろん賽芽は2/3以
上がいいですね )
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鈴木

相馬

中元

言�ii51こっよっ
動を取り入れることを心が
けています。 最近はエスカ
しーターやエレベーターを
使わず陸段を使うようにし
ていますが、 さすが9こ7陸
0オ7ィスにはエレベー

ターを使って出社してま
す。

l←9ンスの日レ 哨”"rしつ

かり食べる。 夕食後は遇に
敢回ショッピンIJモー／し
ウォーキンIJ‘。 天候に左右
されないのでおすすめで
す。 財布を持たないで歩さ
ます（笑） ストレスを溜め
ず、 毎日宝塚OBDを夫幡
で鑑賞。

詞Iさ、 気7JI;;ぅ i i

学生時代は皆勤賞。 社会
人になっでも、 餌欠知ら
す。 イン7ILエンサもかかった
ことがありません・ ・ ・ 。 結果
論ですが、 毎年「かかる気
がしない 」というのが、 私0
一番の健康法かもしれませ
ん。

野口

相藉

瀬Ill

健康法は、 歩く事です )
仕事が座りっばなしの事が
多いので体力作りの為に
休日は、 徒歩30分圏内〇
用事Iさ歩いて行くように
心がlt'Cいます。 ＾‘

歩くことです。 最近9さ仕事
帰りにはひと駅 9 ~Z％歩
くことにしています。
少し距離を長くしていって
毎日3~4％を歩Itるよう
に目指します。 ＾

-0季節lさ8頃の
＆うがいに加え、 マス，，を
着用しています。 花粉も防
げるし、 何より顔が寒くあ
りません ！ あとは、 最近よ
もさ茶が良いよ、 と教えて
もらったので、 毎日飲んで
ます。 身体に良さとうな味
です )

スタ'I7の健康法Iさ
参考になりましたで
しょうか ？

毎日継続してやる事が
健康への近道。

1 00蔵きで元気に
過こしましょう ！ ！ 
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こ縁をいただいた、 あなたにお届けする・ ・ ・ 平成2 8年2月発行
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• !,_•.•.!..._•.. !. •__!_ !. �.. 

亜由美版第6号
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社

こんにちは！ ランチ会では毎回お

子供のころ、節分の豆を親の 誕生 日を迎えるスタッ

分まで食べていた林亜由美で フ のお祝いもしよう！

す 。 親の分も食べてしまって ということで、 今月はオ

いながら、 「年の数をきちんと ットと野口さんのお祝

食べないお母さんになんかあ いPお誕生巳って、いく

ったらどうしよう・・・」と不安

になったりしてました（笑）。

ところで、 新年ということで

写真をリニュ ーアルしてみました！今年はこれで

行きます！ということで、 今月もおしどり通信スタ
ートです！

内研修会＆ランチ会を
開きました！

サム•ラ イズで

は毎月社内勉強会

を開催しています。

会計事務所のお

仕事は、日常的な月

次業務や決算業務

はもちろんですが、

季節的な業務や相

続税のように単発

的な業務など、多種

多様です。それに加

えて毎年の税制改正や、｛吏っているソフトやツール

の機能バージョンアップなどもあり、勉強しなくて

はならないことが山積み！月に一度 時間をとって

全員で 勉強したり情報共有することで、経験の浅い

人でもスムーズに仕事が出来るように、 ということ

でやっております。

そして、 終わっだ後はみんなで懇親会！という

ことでほぽ毎回飲み会をしていましたが、 今月は1」\

さいお子さんがいるスタッフも参加できるように、

ということで、ご近所にあるイタリアンのお店でみ

んなでランチです。
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つになっても「おめでとう！」といってもらえるの

はうれしいものですよね。

これから始まる確定申告を前

に、 とても良い時間を共有できて

よかったです（可v。

が＼原恭子さんから、お友
ム達の声を頂きました！

亜由美さんと

の
“

運命の出会

い
’

' はちょうど
一年前！同じく

オフィスを構え

るウェスタ川越

のオープニングイベントの時でした。強烈なポジテ

ィブオーラを放つ亜由美さんに、 「この人と一緒に

ビジネスで関わりたい！」と本能で感じた瞬間でし

た。

その本能的直観はどんぴしゃ当たっており（笑）、

その後、 中期経営計画や単年度計画でがっちりお世

話になっております。 亜由美さんの姐御Xメンタ

-x起業家の先輩としての生きさまに、 刺激頂く有

り難い 日閃
＾ ＾

今後とも、 ‘‘がっちり
”

よろしくお

願いします！ ！ ------------------
松原さんは、 企業に女性管理職を育成す

る研修や組織活性化の為のコンサルティン

グを提供する女性リーダー。 一目会ったそ
の日から「この人好き！」と思ってしまった

同志です！恭子ちゃん、 同じ創業支援ルー

ムの同志として刺激しあって行こうね！！
皆さま、 松原さんのイベントチラシが固

封されていますのでご覧くださいね～！

* * * * ＊おしどり通信は、 林公士郎＆亜由美がご縁をいただいた方に毎月お届けします。 ご意見・ご感想など頂けるととても喜びます0* ＊ ＊ ＊ ＊ 
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